
１．新たな高齢者医療制度の創設
～負担の公平化・透明化を通した負担について納得しやすい仕組み～

（１） 独立した「後期高齢者医療制度」（７５歳以上）の創設
・ 運営については、保険料徴収は市町村が行い、財政運営は都道府県単位で全市町村が
加入する広域連合が行う。

・ 高齢者保険料１割、医療保険者からの支援金約４割、公費約５割
（２） 前期高齢者（６５～７４歳）は被用者保険との財政調整により国保の負担を軽減
（３） 高齢者の生活の質（ＱＯＬ）を重視した医療サービスを提供

２．都道府県単位の保険者の再編・統合
～保険者機能の強化－都道府県ごとの医療費水準と保険料水準の連動－ ～

（１） 政管健保：保険者として国から独立した公法人を設立し、都道府県単位で財政運営
（２） 市町村国保：都道府県単位での広域化を推進

１．新たな高齢者医療制度の創設
～負担の公平化・透明化を通した負担について納得しやすい仕組み～

（１） 独立した「後期高齢者医療制度」（７５歳以上）の創設
・ 運営については、保険料徴収は市町村が行い、財政運営は都道府県単位で全市町村が
加入する広域連合が行う。

・ 高齢者保険料１割、医療保険者からの支援金約４割、公費約５割
（２） 前期高齢者（６５～７４歳）は被用者保険との財政調整により国保の負担を軽減
（３） 高齢者の生活の質（ＱＯＬ）を重視した医療サービスを提供

２．都道府県単位の保険者の再編・統合
～保険者機能の強化－都道府県ごとの医療費水準と保険料水準の連動－ ～

（１） 政管健保：保険者として国から独立した公法人を設立し、都道府県単位で財政運営
（２） 市町村国保：都道府県単位での広域化を推進

Ⅳ 医療保険制度体系の見直し



現行の医療保険制度の基本構造現行の医療保険制度の基本構造

75歳

65歳

国国 保保

被用者保険被用者保険

自営業者、農業者、
サラリーマンＯＢ、その他

サラリーマンサラリーマン

退職者退職者
医療医療

市町村国保 被用者保険

大企業のサラリーマン

・・・ 健康保険組合

中小企業のサラリーマン

・・・ 政府管掌健康保険
サラリーマンの期間が20年以上の退職者

（国保に加入）の医療費について被用者保
険が市町村国保に拠出金を出して負担

75歳以上の人は国保、被用者保険に加入
して各々の保険に保険料を払いつつ、
老人保健制度（市町村が運営者）にも加入
し、給付を受ける。市町村は、国保、被用者
保険からの拠出金と公費を財源として制度
運営

（注）平成14年10月以降、対象年齢を70歳から毎年
１歳ずつ引き上げ平成19年10月に移行完了
（現在は73歳以上が対象）

老人保健制度

退職者医療制度

老人保健制度

退職者
医療制度



医療保険制度の加入者数（平成１５年度）医療保険制度の加入者数（平成１５年度）

7,600万人
（59.8％）

5,100万人
（40.2％）

（うち退職者医療６２０万人：４．９％）

12,700万人合計

7,100万人
（69.0％）

3,200万人
（31.0％）

（うち退職者医療２９０万人：２．８％）

10,300万人～64歳

250万人
（18.7％）

1,100万人
（81.3％）

（うち退職者医療３３０万人：２４．４％）

1,300万人65歳～74歳

210万人
（20.9％）

810万人
（79.1％）

1,000万人75歳～

被用者保険国保計

注 各制度の加入者数は９月末における数値である。

※ 厚生労働省保険局調査課調べ



新たな高齢者医療制度の創設（平成２０年４月）新たな高齢者医療制度の創設（平成２０年４月）

国保 被用者保険

６５歳

７５歳

国 保 被用者保険

後

期

高

齢

者

制度間の医療費負担の不均衡の調整

75歳

65歳

前

期

高

齢

者

公

費

保

険

料

支 援

国

保

被用者

保 険

退職者医
療

［
独
立
制
度
］

老人保健制度

退職者

医療

退職者医療

（経過措置）

＜現行＞ ＜改正後＞



後期高齢者医療制度の運営の仕組み(平成２０年度)後期高齢者医療制度の運営の仕組み(平成２０年度)

＜対象者数＞ ７５歳以上の後期高齢者 約１,３００万人

＜後期高齢者医療費＞ １１.４兆円

給付費 １０.３兆円 患者負担１.１兆円

（注１）現役並み所得者については、老人保健法と同様に公費負担（５０％）はないため、実質的な公費負担率は４６％、後期高齢者支援金の負担率
は４４％となる。

（注２）国保及び政管健保の後期高齢者支援金について、各々５０％、１６.４％の公費負担があり、また、低所得者等の保険料軽減について公費負担
があり、これらを含めた公費負担率は５８％となる。

被保険者

（７５歳以上の者）

各医療保険（健保、国保等）の被保険者

（０～７４歳）

＜一括納付＞

【全市町村が加入する広域連合】

医療保険者

健保組合、国保など
年金から
天引き

口座振替・
銀行振込等

保険料

＜交付＞

社会保険診療

報酬支払基金

患者

負担

公費（約５割）
〔国：都道府県：市町村＝４：１：１〕

高齢者の保険料
１割

後期高齢者支援金（若年者の保険料）
約４割

後期高齢者の
心身の特性に
応じた医療
サービス



国・都道府県による財政リスクの軽減国・都道府県による財政リスクの軽減

都道府県

広域連合
２年単位の
財政運営

国

貸付

低所得者等に係る
保険料軽減分の公費負担
（保険基盤安定制度）

負担

給付増リスク 保険料徴収リスク

貸付・交付

【各都道府県内の全市町村が加入】

高額医療費に係る
公費負担

財政安定化基金
国1/3、都道府県1/3、
広域連合（保険料）1/3

市町村
後期高齢者の心身の特性
に応じた医療サービス

保険料

負担

負担

被保険者（７５歳以上の高齢者）

負担

特別徴収（年金

からの天引き）

納付金

運営については、保険料徴収は市町村が行い、財政運営は都道府県単位で全市町村が加入する広域連合が行う。広域

連合の財政リスクの軽減については、国・都道府県が共同して責任を果たす仕組みとする。



後期高齢者医療制度の保険料（平成２０年度推計）後期高齢者医療制度の保険料（平成２０年度推計）

○保険料の算定方法
応益割（頭割） 応能割（所得比例）

＋ ＝

全国平均 約3100円／月 約3100円／月 6200円／月(年７．４万円）

注１）応益：応能＝５０：５０

注２）軽減制度を適用しない場合の平均

※被用者保険の被扶養者については、激変緩和措置として、後期高齢者医療制度への加入時から、２年間応益
保険料を５割軽減し、１５００円とすることとしている。

○具体的な保険料の額

基礎年金受給者（基礎年金７９万円）

応益 ９００円 ＋ 応能 なし ＝ ９００円／月

厚生年金の平均的な年金額の受給者（厚生年金２０８万円）

応益 ３１００円 ＋ 応能 ３１００円 ＝ ６２００円／月

自営業者の子供と同居する者（子 年収３９０万円、親 基礎年金７９万円）

応益 ３１００円 ＋ 応能 なし ＝ ３１００円／月

被用者の子供と同居する者（子 政管平均年収３９０万円、親 基礎年金７９万円）

応益 ３１００円 ＋ 応能 なし ＝ ３１００円／月

（７割軽減）



＜対象者数＞ ６５～７４歳の前期高齢者 約１,４００万人

＜前期高齢者医療費＞ ６.１兆円
給付費 ５.０兆円 患者負担 １.１兆円

前期高齢者医療費に関する財政調整（平成２０年度）前期高齢者医療費に関する財政調整（平成２０年度）

市町村国保等

４.２兆円

政管 健保

０.２

兆円

共済

０.０

兆円

制度間の不均衡の調整のため、
７５歳未満の加入者数に応じて負担

（４,２００万人）

共済

０.３
兆円

(９００
万人)

健保

（２,８００万人）

政管

（３,４００万人）

８４％
１６％

４２％ ５８％

患者負担

１.１兆円

患者負担

（注）前期高齢者に係る後期高齢者支援金（０.５兆円）についても、同様の調整を行う。

０.６兆円

１.１兆円

市町村国保等

２.１兆円 １.５兆円 １.１兆円



医療費適正化のための地域における取組と保険者の再編・統合医療費適正化のための地域における取組と保険者の再編・統合

【市町村国保】

○小規模保険者の保険運営の広域化を図るた
め、都道府県が積極的な役割を果たす
○保険財政の安定化と保険料の平準化を促進
する観点から共同事業の拡充を図る
○国保財政基盤強化策について総合的に見直
す

【政管健保】

○国とは切り離した全国単位の公法人を保険者と
して設立

○都道府県単位の財政運営を基本とし、都道府県
ごとに地域の医療費を反映した保険料率を設定す
る

【健保組合】

○同一都道府県内の健保組合の再編・統合の
受け皿として、企業・業種を超えた地域型健
保組合の設立を

保険者の再編・統合と地域における取組への参加

Ｄ 県
・入院医療費が高く、外来医療費
が低い
・入院期間が長く、外来の受診頻
度が低い
・病床数がやや多い
・入院受療率が高く（特に高血圧
・糖尿病）、外来受療率が低い
（特に虚血性心疾患、高血圧）

Ａ 県
・入院医療費が高い
・入院期間が長い
・病床数が多い
・入院受療率が高い（特に高血
圧、糖尿病）

Ｂ 県
・入院・外来医療費ともに低い
・入院期間が短く、外来の受診頻
度が低い
・病床数が少ない
・入院、外来とも受療率が低い
（特に入院では高血圧、糖尿病、
外 来では糖 尿病、虚血性心疾
患）

Ｃ 県
・外来医療費が高い
・外来の受診頻度が高い
・病床数は全国平均並み
・外来受療率が高い（特に虚血
性心疾患）

地域における保険者の連携・協力による取組

地 域 に お け る 取 組
（都道府県単位で保険者・医療機関・地方公共団体が協力）

・医療の地域特性の調査・分析・評価
・医療費の適正化に向けた取組

- 生活習慣病対策の推進
- 医療機能の分化・連携の推進、平均在院日数の短縮
- 地域における高齢者の生活機能の重視（在宅医療の推進、居住系サービスの充実）

◎医療の地域特性（病床数・平均在院日数等の医療提供体制の状況、生活習慣病等の患者の受診動向
等）を反映して、都道府県ごとの医療費の格差も大きい



国（厚生労働省）

厚生労働大臣

制度の企画・立案

社会保険庁

政管健保の保険者事務の実施

○全国一本の保険運営

○全国一本の保険料率

○厚生年金と一体の適用徴収

政府管掌健康保険の改革について

○ 都道府県単位の財政運営

国と切り離した公法人を保険者として設立し、都道府県ごとに地域の医療費を反映した保険料率を設定するなど、都道府県

単位の財政運営を基本とする。

○ 財政運営の安定化

被用者保険の最後の受け皿であることから、解散を認めない法人として政府により設立し、財政運営の安定化のために必

要な措置を講ずる。

○ 自主・自律の保険運営

保険料を負担する被保険者等の意見を反映した自主自律の保険運営を確保するとともに、非公務員型の法人とし、

業務の合理化・効率化を推進する。

改革の視点

国 （ 厚 生 労 働 省 ）

監

査

機

関

設立・監督
公法人

保
険
者
機
能
の
発
揮

・給付と

負担の公平

・運営の
自主性・
自律性

外

部
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査
・・・評

議
会

評
議
会

Ａ
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支
部

(

業
務
執
行
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関
）

Ｚ
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支
部

(

業
務
執
行
機
関
）

意思決定機関

業務執行機関



(a） （ａ＋ｂ） （a） （a+b）

42 - - 42 81 三重　 40 0 1 41 80

北海道 53 ▲1 ▲3 48 87 滋賀　 39 0 0 40 79

青森　 50 1 ▲8 43 82 京都　 40 ▲0 1 41 80

岩手　 49 ▲0 ▲7 42 81 大阪　 42 ▲0 2 43 82

宮城　 45 0 ▲4 41 80 兵庫　 41 0 0 42 81

秋田　 52 ▲1 ▲7 44 83 奈良　 45 ▲0 ▲2 42 82

山形　 43 1 ▲4 39 79 和歌山 46 1 ▲4 43 82

福島　 45 1 ▲5 41 80 鳥取　 46 0 ▲4 42 81

茨城　 38 1 1 39 78 島根　 46 ▲0 ▲3 42 82

栃木　 39 1 1 40 79 岡山　 45 ▲0 ▲2 43 82

群馬　 39 ▲0 ▲0 39 78 広島　 44 0 ▲1 43 83

埼玉　 36 ▲1 3 38 78 山口　 45 ▲1 ▲2 42 82

千葉　 37 ▲1 3 39 78 徳島　 50 0 ▲3 46 86

東京　 33 ▲1 8 40 79 香川　 46 ▲0 ▲2 44 83

神奈川 36 ▲1 6 41 80 愛媛　 45 1 ▲4 42 81

新潟　 43 0 ▲4 40 79 高知　 45 0 ▲2 44 83

富山　 42 ▲1 2 42 82 福岡　 47 1 ▲3 45 84

石川　 43 ▲0 1 43 83 佐賀　 51 1 ▲7 45 84

福井　 39 0 1 41 80 長崎　 50 2 ▲7 44 83

山梨　 39 0 0 40 79 熊本　 48 1 ▲6 43 83

長野　 37 ▲1 0 37 76 大分　 51 ▲0 ▲6 44 83

岐阜　 41 ▲0 ▲0 41 80 宮崎　 48 2 ▲8 42 81

静岡　 36 0 3 39 79 鹿児島 48 2 ▲8 42 81

愛知　 37 0 3 41 80 沖縄　 51 5 ▲17 39 78

（※１）保険料率39‰の内訳は、老健拠出金分(約24‰)、退職拠出金分(約9‰)、傷病手当金等の現金給付分(約3‰)、保健事業等(約2‰)

（※２）事業所の所在地に着目して都道府県を区分している

（※３）四捨五入の関係で合計が合わない場合がある

最終的な保険

料率

（a+b+39%）

調整前の保険

料率(若人医

療給付費分）

調整前の保険

料率（若人医

療給付費分）

　調整（ｂ）　 調整（ｂ）　調整後の保険

料率(若人医

療給付費分）年齢

調整

所得

調整

最終的な保険

料率

(a+b+39‰）

全国平均

所得

調整

調整後の保険

料率（若人医

療給付費分）年齢

調整

都道府県別保険料率の機械的試算（平成１５年度）

左記の都道府県ごとの若人医療給付費分の保険料率に、
全国一律で賦課される老健拠出金等に要する保険料率
（３９‰（※１））を加えたもの。

都道府県ごとの年齢
構成の差に起因する
医療費を調整。

都道府県ごとの所
得格差を平準化し、
負担額を調整。

都道府県ごとの年齢構成
や所得格差は調整される
ため、保険料率は、医療
費の地域差を反映。



保険者の再編・統合（国民健康保険）保険者の再編・統合（国民健康保険）

平成17年12月18日の総務・財務・厚生労働３大臣合意において、以下の内容を平成１８年度以降行うことを決定。

１．国保財政基盤強化策の継続【平成１８年４月】

（１） 高額医療費共同事業
・高額な医療費の発生が国保財政に与える影響を緩和するために、都道府県単位で財政リスクを分散する事業
・事業規模：１,８００億円程度（交付基準は７０万円以上から８０万円以上に引上げ）
・事業主体：国民健康保険団体連合会 ・負担区分：市町村国保１/２、都道府県１/４、国１/４

（２）保険者支援制度
・市町村国保の財政基盤を強化するために、低所得者を多く抱える保険者を財政的に支援する制度
・事業主体：市町村 ・負担区分：国１/２、都道府県１/４、市町村１/４

（３）国保財政安定化支援事業
・国保財政の安定化、保険料（税）負担の平準化等に資するために、市町村の一般会計から国保特会への繰入れを
地方財政措置で支援する事業（市町村に対する地方財政措置：１,０００億円程度）

２．保険財政共同安定化事業【平成１８年１０月】
都道府県内の市町村国保間の保険料の平準化、財政の安定化を図るため、一件３０万円以上の医療費について、市町村国保

の拠出による保険財政共同安定化事業を平成18年10月から実施。（国保医療費の約４割が対象）

３．上記は、平成21年度までの措置とし、市町村国保の財政状況や後期高齢者医療制度の創設に伴う影響を勘案し、
平成22年度において見直しを行うものとする。



拠出金 交付金

拠出金 交付金

（１）

各都道府県の
国保連合会
（事業主体）

（２）

レセプト１件３０万円程度を
超える医療費に関する互助事業

レセプト１件７０万円程度（※現行制度）

を超える高額な医療費に関する互助事
業

財源を
共同で
プール

１／２を公費で負担し、
国と県もリスクを負担

約1,800億円

A町A町

B市 B市

実際に発生した
医療費に応じて
交付

これにより保険料の平準化を図る

（１） ７０万円超の医療費のうち、７０万円を超える額を対象

（２）

３０万円超の医療費に係る給付費すべてを対象

医療費実績に応じて拠出する額と、被保険者数に応じて
拠出する額の合計額

８０万円に引き上げ
【公布日施行】

新規事業
【平成18年10月施行】

約1兆3,000億円
※（１）を含む金額

共同事業拡充の内容共同事業拡充の内容



医療制度改革を実施した場合の総合的な財政影響

① 平成18年度の診療報酬改定及び健康保険法改正を実施しなかった場合の財政負担（平成20年度）

（７５歳未満） （７５歳以上） 公費

政管健保 健保組合 共済組合 市町村国保 後期高齢者 国庫 都道府県 市町村

所要保険料（億円） ６０，９００ ５３，０００ １８，５００ ３２，９００ ８，８００ １７８，２００ ７７，３００ １７，０００ １０，７００

加入者数（万人） ３，４００ ２，８００ ９００ ３，８００ １，３００ １２，７００

加入者１人当たり
所要保険料（万円）

１７．９ １８．９ ２０．５ ８．６ ６．７ １４．１

※ 所要保険料は、医療給付費を賄うために必要な保険料である。
※ 高齢者の所要保険料については、各制度の所要保険料のうち、高齢者が負担することとなる分を推計した。
※ 一般制度は、７５歳以上の高齢者に係る分を除いている。

② 上記の改定及び改正を実施した場合の財政負担（平成20年度）

公 費
政管健保 健保組合 共済組合 市町村国保

後期高齢者
医療制度

医療保険計
国 庫 都道府県 市 町 村

所要保険料（億円） ５７，４００ ５２，４００ １７，５００ ３０，５００ ８，１００ １６９，９００ ７１，６００ １６，５００ １０，１００

加入者数（万人） ３，４００ ２，８００ ９００ ３，８００ １，３００ １２，７００

加入者１人当たり
所要保険料（万円）

１６．９ １８．７ １９．４ ７．９ ６．１ １３．４

②－① 財政影響

公 費
政管健保 健保組合 共済組合 市町村国保

後期高齢者
医療制度

医療保険計
国 庫 都道府県 市 町 村

所要保険料（億円） △３，５００ △６００ △１，０００ △２，５００ △８００ △８，３００ △５，７００ △５００ △６００

加入者１人当たり
所要保険料（万円）

△１．０ △０．２ △１．１ △０．７ △０．６ △０．７

医療保険計
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